
  
 

         
 
 
     
                                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  

 
 
  
 
 
 

 

 

 

 

      警戒レベル４で発令されていた「避難勧告」は廃止され、「避難指示」となりました。 

  
例年、８月末に実施していた梅郷地区防災訓練は、今年は１１月２１日（日）を予定しています。 
日頃から、ご家庭においてハザードマップ、持ち出し品等のご確認をお願いします。 

安否確認（内閣府ＨＰより） 

三角連絡法 

離れた場所に住む家族や親戚、知人の家を連絡先に決め、そこを中継点にして家族の安否確認や連絡をとる方法

です。これは、携帯電話やメールを使わない方にも活用いただける方法です。 

災害用伝言サービス 

大規模災害発生時には、通信事業者から３種類の「災害用伝言サービス」が提供されます。 

固定電話で「１７１」をダイヤルすれば安否等の伝言を録音、確認できる「災害用伝言ダイヤル（171）」のほか、携帯電話

やPHS 等による「災害用伝言板」、インターネットを使った「災害用ブロードバンド伝言板（ｗｅｂ171）」があります。 

常に準備しておきたいもの速やかな避難のために、必要なものは家庭に常備しておきたいものです。 

例えば、運動靴。割れた窓ガラスや食器が床一面に広がっていたら、素足ではとても歩けません。その他、ライト、

革手袋、レインコートなども有効です。 

飲料水とは別に、トイレを流したりするための生活用水も必要です。日頃から、水道水を入れたポリタンクを用意

する、お風呂の水をいつも張っておく、などの備えをしておきましょう。 

非常持ち出し品「すぐに必要になるもの」、「なければ困るもの」は何ですか？ 

常備薬や入れ歯、補聴器など、家族にとって必要なものは何かを考えて用意しましょう。 

梅郷地区の人口 … ７月１日現在・人口１０，１２８人    男５，０４９人   女５，０７９人   世帯数４，７０５世帯 
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１１月に予定しておりました梅郷地区

文化祭は、先日の自治会長会議で中止

が決定されました。 

 
８月１４日（土）午前８時３０分から９時３０分頃まで定期点検の

ため停電となります。 
コピー機等もこの時間は使用できませんのでご注意ください。 

避難指示で必ず避難 ～「避難勧告」は廃止となりました～ 

マイナンバーカードは取得されていますか？ 

マイナンバーカードをお持ちであれば、 

・本人確認の身分証明書として利用でき

ます。 
・コンビニなどで印鑑証明書や住民票な

どの各種証明書を、市の窓口よりも 
１００円安く取得することができます。 
・その他にも、各種行政手続きのオンラ

イン申請や、今後は、健康保険証として

も利用できるなど、利用範囲が広がって

いきます。 
 

 

市では、市内に住民登録がある方を対象に、専用のタブレットを利用し

て写真撮影し、その場で申請できるサービスを行っています。 

実施期間・受付時間 

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで 

毎週水曜日および木曜日9時から17時まで（木曜日は20時まで） 

受付場所 市民課（市役所1階）※梅郷市民センターでは受付できません。 

持ち物  マイナンバーカード交付申請書 

※お手元に申請書がない場合、本人確認書類（保険証等）を市民課窓口へ

お持ちいただくことで、申聖書を再発行することができます。 

詳細・問合せは市民課へ 

梅郷市民センター停電のお知らせ  
梅郷地区文化祭の中止について 

マイナンバーカードの申請をお手伝いしています 
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